
  

 

１ ４ 

～世田谷区からのお知らせ～ 

◆平成２５年９月号◆ 
 

【発行】世田谷区 世田谷総合支所 街づくり課 

 

■お問い合わせ先 

世田谷区 世田谷総合支所 街づくり課  〒154-8504 東京都世田谷区世田谷 4－22－33 

電話：03-5432－2872（直通） FAX：03―5432－3055 （担当：二見・小出・内田・島津） 

 

この通信は対象区域にお住まいの方・土地建物所有者の方に世田谷区からお届けしています。 

第２回勉強会のお知らせ 

※上履きをお持ちの方はご用意ください。 

【日時】（1時間３０分程度を予定） 

 ９月２８日(土) 
    午前１０時～１１時３０分 

 

【当日の内容】 

●講演「大地震が発生！そのとき、街は 

運命共同体！？」（加藤孝明先生より） 

●アルファ米の試食 

●地区街づくり計画等について(世田谷区より) 

【会場】多聞小学校  

２階「丘の子ルーム」 

【住所】世田谷区三宿２－２６－１１ 

 

 

三宿の森 
緑地 烏山川緑道 

北沢川緑道 

入口 

多聞小学校 

池尻四丁目（24～39 番）・三宿二丁目 
街 づくりコラム 

「一時集合所」「広域避難場所」「避難所」の 役割 

災害に強い街づくりに取り組む区域 
（池尻四丁目 24～39 番、三宿二丁目） 

講師：加藤孝明氏（東京大学准教授／東京都防災会議地震部会等の専門委員を多数務める） 
講師より一言：「まず、自分の街の災害リスクを正しく理解しましょう。地域に必要な災害対策、

防災活動が見えてきます。見えたら、あとは、悠々と急ぎましょう。」 

 

「防災街づくり通信：６月号（前号）」の表記に１箇所の誤りがありました。ここに記しておわびします。 

 （４頁・街づくりコラム） 【誤】「世田谷公園一帯」⇒【正】「駒場東大・駒場野公園一帯」  

広域避難場所等の位置図 

 

世田谷区では、木造住宅が密集している地区である「池尻四丁目（24～39番）・三宿二丁目の区域」

において、災害に強い街づくりへの取り組みを進めています。今年度は、地区街づくり計画等の検討に

向けて、テーマごとに講師を招き、講演等をしていただく勉強会を開催しています。第２回目は以下の

とおり開催します。是非ご参加ください。 

 

自宅 

発災！ 
危機回避のために一時

的に集合して様子を見る、

または、避難のために一時

的に集合するところ。 

一時集合所（学校・公園など） 

火災の延焼などによ

り自宅、一時集合所が危

険な状態になった場合

に避難するところ。 

広域避難場所（大規模空地） 
太子堂円泉ヶ丘公園・
三宿の森緑地一帯 
・三宿二丁目が割当 
駒場東大・ 
駒場野公園一帯 
・池尻四丁目が割当 

 

家屋が倒壊した

り火災の延焼など
自宅が危険になっ
たとき。 

太子堂円泉ヶ丘公園・
三宿の森緑地一帯 
・三宿二丁目の皆様 
駒場東大・ 
駒場野公園一帯 
・池尻四丁目の皆様 

 

危険が去り、自
宅が安全なとき。 火災の延焼などで、一時集合所に危険が

迫ったとき。 

火災など
の危険は去
ったが、自

宅が安全で
ないとき。 

火災など
の危険は去

ったが、自
宅が安全で
ないとき。 

避難所 
（区立小・中学校など） 

自宅での居住継続

が困難な場合、また

は二次災害を受ける

可能性がある場合に

一時的に生活すると

ころ。 

該当する町会は 
位置図を参照 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ２ 

6月 28日（金）夜と 29日（土）午前に 
多聞小学校「丘の子ルーム」にて開催 

スタンドパイプの訓練を受けたことがあるがもっ

と練習したい。町会等の会員は高齢化しているので、

ＰＴＡや学生など若い世代の力を活用し、またこれ

らの世代を育てていくことが大切だと感じた。 

⇒世田谷消防署にて訓練することが可能です。町会

から消防署へ防災訓練の要請があれば対応できま

す。（消防署） 

世田谷区 災害対策課  

電話：03-5432－2262（直通）  

東京都消防設備協同組合第 12 支部事務局  

㈲荒木商会 電話：03-3300-0717 

※区が直接訪問販売・回収を行うことはありません。 

●●世世田田谷谷消消防防署署三三宿宿出出張張所所長長  百百川川氏氏にによよるる講講演演とと皆皆ささんんととのの意意見見交交換換  

 

第１回勉強会の内容 

古くなった消火器の中身の交換や廃棄に対して区

からの助成等があれば教えてほしい。 

⇒世田谷区では、家庭用消火器の購入や古くなった

消火器の引き取り、及び住宅用火災警報器を購入

する際に専門業者をあっせんしています。 

（※ご希望の方は、下記までご連絡ください）（区） 

 

当地区内で出火した場合の出火６時間後での 
延焼シミュレーション結果 

 

現状２： 
延焼シミュレーション結果 

私達の街を知る・その２ 

「災害に強い街づくり」の検討の予定 

第１回 
勉強会 

 
消防署に
よる講演 

第２回 
勉強会 

 
防災の専門家
による講演 

第３回 
勉強会 

 
街づくりルール
に関する講演 

・ 
街歩き 

第４回 
勉強会 

 
当地区の 
街づくりに 
おける 

課題の整理 

報告会 
 
 

災害に強い 
街づくりの 

方向性について 

アンケート 
調査 

 
街づくりの 
課題やルール
について 

今回！！ （前回） 

平成 25 年 

６月 

平成 25 年 

９月 

平成 25 年 

秋 

平成 25 年 

12 月 

平成 26 年 

冬 

平成 26 年 

春 

対象約４千件 

ル
ー
ル
づ
く
り
の
検
討
へ 

震災時の延焼、市街地大火の危険性を確認するために

一定の条件（北北西の風、風速６ｍ/s）で国土交通省等

の開発による延焼シミュレーションを行ってみました。 

現在の建物構造では、当地区北側を出火点とした場合、

出火６時間後には、当地区の約３割のエリアが延焼する

結果となりました（下図参照）。 

 

講演内容①：「自助」と「共助」 
自助として「電話が不通になった場合

を想定し、連絡方法や連絡先を家族で決

めておく」、共助として「地域で行う防

災訓練へ積極的に参加する（特に実態に

即した発災対応型防災訓練）」などが重

要です。 

講演内容②：発災対応型防災訓練 

講演内容③：災害時要援護者※ 
世田谷区内では、災害時要援護者の情報

提供に関する協定を締結しており、世田谷

消防署管内では 23 町会が締結していま

す。防災訓練などを通じて、自ら災害時要

援護者を把握していくのも良いことです。 

※災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害者 

消火活動はできないとの想定ですが、延焼は止まるこ

となく広がりました。 

 

スタンドパイプ 
のイメージ 

 

●●世世田田谷谷区区にによよるるみみんんななでで考考ええるる  
「「災災害害にに強強いい街街づづくくりり」」ににつついいててのの説説明明  

 

今年度は「みんなで自分たちの街のことを知ろう」という目標で講演などを開催して取り組んでいます。

今後は、街歩きなども計画しています。是非ご参加ください。 

 

●●      ●●      ●●      ●●      ●●      ●●      ●●  

  

  

 

①皆さんがお住まいの地区は「密集市街地」で以下の特徴があります 
・建物が密集して建っている 
・老朽化した木造住宅が多い 
・道路が狭い 
・公園等のオープンスペースが少ない 

 

災害時に大きな被害を受ける可能性が高い 

 

②密集市街地を災害に強くする要素としては 
・延焼を防ぐ 
・避難路を確保する 
・公園などのオープンスペースを確保する 
・新たな密集を防ぐ          などがあります。 

③災害に強い街づくりは 2 つの柱で取り組みます 
・修復型の街づくり 

できるところから順に取り組む（建替え時等に協力していく） 
・住民参加の街づくり 
  みんなで知り、みんなで将来像を考え、実現するための手法を考える 

 

計画として策定
したものが「地区街
づくり計画」や「地
区計画」です。 
 

オープンスペースのイメージ 

「発災対応型防災訓

練」とは、地震発生時を

想定した、①町会本部設

営、②初期消火、③救助

活動、④災害時要援護者

対応、⑤スタンドパイプ

による消火活動などを

行うもので、多くの町会

で実施しています。 

 


